
 1 

議      長  日程第７「議案第44号令和２年度松田町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）」について、町長の提案説明を求めます。 

町      長  議案第44号令和２年度松田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）。

令和２年度松田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）第１条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出そ

れぞれ108万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億5,

346万6,000円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和２年９月９日提出、松田町長 本山博幸。よろしくお願いします。 

議      長  町長の提案説明が終わりました。担当課長の細部説明を求めます。 

町  民  課  長  令和２年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者の保険税を減

免することに対して、国の財政支援が行われることに伴い、歳入の財源を変更

することと、令和元年度の国民健康保険事業が確定し、一般財源となる繰越金

の受入れに係る補正でございます。 

 それでは、歳入歳出事項別明細書により説明させていただきます。８ページ、

９ページをお開きください。歳入になります。款１国民健康保険税、項１国民

健康保険税、目１一般被保険者国民健康保険税。補正前の額２億6,312万1,000

円、補正額マイナス55万7,000円、計２億6,256万4,000円。右側の説明欄に移

ります。医療給付費分保険税、こちらの55万7,000円につきましては、補正予

算作成時点において保険税の減免の相談のあった方２名分の減免予定額となっ

てございます。 

 款３県支出金、項１県補助金、目１保険給付費等交付金。補正前の額９億6,

025万2,000円、補正額22万3,000円、計９億6,047万5,000円。右側の説明欄で

ございます。保険給付費等交付金（特別交付金）、こちらの特別交付金では、

減免した保険料の10分の４を賄ってございます。 

 １つ飛びまして、款、国庫支出金、項１国庫補助金、目１災害等臨時特例補
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助金。補正前の額０円、補正額33万4,000円、計33万4,000円。右側説明欄、災

害等臨時特例補助金、こちらにつきましては減免した金額の10分の６の額とな

ってございます。保険税を減免した金額につきましては、特別交付金と特例補

助金を合わせて10分の10の財政支援があり、保険税の減免をしましても同額の

歳入が確保されるものでございます。なお、保険税の減免につきましては、令

和３年３月31日までの納付期限の保険税が対象となっておりますので、今後減

免の額が増える可能性がございますが、国の特例補助金等により全額財政支援

されますので、歳入は同額が確保されますので、御承知おきください。 

 １つ戻りまして、６、繰越金、１、繰越金、款、繰越金、項、繰越金、目、

繰越金。補正前の額500万円、補正額108万7,000円、計608万7,000円。説明欄、

前年度繰越金として令和元年度の繰越金は608万7,000円となり、当初予算との

差額、当初予算が500万ですので、差額108万7,000円は、歳出の予備費に充て

させていただきます。 

 １ページおめくりいただきまして、10ページ、11ページ。歳出になります。

款項目ともに予備費。補正前の額8,194万5,000円、補正額108万7,000円、計8,

303万2,000円となります。歳入歳出の差額を計上させていただきました。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議      長  担当課長の細部説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

            （「なし」の声あり ） 

 質疑なしとのお声ですが、質疑ありませんか。 

            （「なし」の声あり ） 

 質疑なしと認めます。討論に入ります。 

            （「省略」の声あり ） 

 討論省略とのお声ですが、討論を省略して採決を行って御異議ございません

か。 

           （「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。討論を省略し、採決を行います。議案第44号令和２年

度松田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、原案のとお

り決することに賛成の方の起立を求めます。 
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 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 


